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令和２年 ４月 ９日 

一部改訂 令和２年 ５月１５日 

一部改訂 令和２年 ６月２６日 

一部改訂 令和２年 ８月 ５日 

一部改訂 令和２年 １２月 １７日 

福井工業大学 学生の皆様へ 

 

福井工業大学 

学務部長 田中 智一 

 

新型コロナウイルス感染症における本学の対応について(協力のお願い) 

 

学生の皆様には､新型コロナウイルス感染症について正しく理解し､福井工業大生として自覚をも

って適切な感染防止策を講じていただくようお願いします。 

 

 

「新型コロナウイルスの感染拡大防止のための福井工業大学 学生行動指針」 

 

 

 

１．大学への入構について 

学内へ入構の際は､ＦＵＴタワー1階エントランスにて､検温､ＩＣカードリーダーによる入構登録

を行いますので､必ずＦＵＴタワー１階エントランスに立ち寄ってください｡ 

(月曜日～金曜日１７：３０～８：３０､土曜日１３：３０以降､休日の不要不急の入構は控えてくだ

さい｡) 

検温の結果､３７．０度以上の熱がある場合には､入構を禁止とします。また､過去２週間以内に３

７．０度以上の熱があった場合も､入構を禁止とします｡ 

学内においては､手洗いの徹底､マスクの着用を遵守した上で､換気の悪い密室空間､多数が集まる

密集場所､間近で会話や発声をする密接場面を回避し､身体的距離を確保するなど、十分な感染予防

対策を講じることを条件とします｡ 

 

２.集団感染を防ぐために回避すべき３つの条件 

大学における日常の生活すべてにおいて､以下にあげる３つの条件が重なることを徹底的に回避

する対策を講じることとします｡ 

① 換気の悪い密室空間 

② 多数が集まる密集場所 
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③ 間近で会話や発声をする密接場面 

 

３.日常における注意点 

(１) 友人等との会食､歓迎会､懇親会等､一堂に会して飲食を行ういわゆる飲み会等は禁止します｡ 

(２) 映画館､ライブハウス等の不特定多数が集まる感染リスクの高い施設には立ち入らないでく

ださい｡ 

(３) 大声を出す行動(飲食店で大声で話す､カラオケやイベント､スポーツ観戦等で大声を出すな

ど)は自粛してください｡ 

(４) 「感染予防防止徹底宣言」ステッカーを掲示していない店舗､感染防止策が徹底されていない

施設等へは立ち入らないでください。 

(５) 年末年始に帰省、カウントダウンイベントや成人式への参加、初詣を予定している場合は、

内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室のホームページに、新型コロナウイルス感染

症対策分科会からの「忘年会・新年会・成人式等及び帰省についての提言」が掲載されてい

ますので、熟読の上、注意や自粛をするようにしてください。 

https://corona.go.jp/news/pdf/jimurenraku_20201211.pdf 

 

４．感染予防対策について 

(１) 日常的に､人との間隔は､できるだけ２m(最低１m)空けてください｡ 

(２) 手指衛生（石鹸による手洗い､アルコール消毒）を徹底してください｡ 

(３) マスクの着用を徹底してください。 

(４) 毎朝体温を測定のうえ別紙1の家庭用健康観察表等に記入し､自らの健康状況の把握･管理に

努めてください。家庭用健康観察表は各自で保管し､大学の求めに応じ提出できるようにして

おいてください｡ 

(５) 十分な睡眠､バランスのとれた食事を心がけ､免疫力を高めるよう努めてください｡ 

(６) 高齢者や持病のあるような重症化リスクの高い人との接触を避け､感染経路のフォローアッ

プが困難な行動は控えてください｡ 

(７) 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）を利用してください。万一、接触確認ア

プリからの通知があった場合には、最寄りの保健所に相談してください。 

[参考] 福井県 受診･相談センター 電話番号０７７６－２０－０７９５ 

[厚生働省ホームページより] 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html 

 

５．感染が疑われる症状がある場合について 

(１) ３７度以上の発熱や風邪の症状がある等､体調不良の場合は､その軽重を問わず､外出を控え

自宅で休養してください｡ 

(２) 以下のいずれかに該当する場合には､速やかに大学事務局学務課(以下､学務課 電話番号０

７７６-２９-７８６７)に連絡し､その指示に従ってください｡ 

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
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  ･ＰＣＲ検査を受けることとなった場合 

  ･感染した場合､濃厚接触者と特定された場合および濃厚接触の可能性がある場合 

（３） 発熱､咳､倦怠感等の風邪の症状がある場合は、速やかにかかりつけ医や最寄りの医療機関､

または受診･相談センター(０７７６－２０－０７９５)に電話で相談してください。かかりつ

け医がない場合や受診先に迷う場合は､受診･相談センターに相談してください。 

 

６．感染が診断された場合及び濃厚接触者と特定された場合について 

医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合、学校保健安全法に定め

る「第一種感染症」とみなされるため､大学への登校を禁止します｡ 

新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間接触があった等、濃厚接触者と特

定された場合､発熱、咳等の症状があるか否かに関わらず､その対象者と最後に濃厚接触をした日か

ら起算して１４日間は、大学への登校を原則禁止（大学行事などへの参加を含む）とし､自宅などで

健康観察を行うこととします｡ 

また、濃厚接触者と特定された者、疑いある者と接触していた場合は、同様に接触をした日から

起算して１４日間は、大学への登校を原則禁止（大学行事などへの参加を含む）とし､自宅などで健

康観察を行うこととします｡ 

感染と診断された場合あるいは濃厚接触者と特定された場合は､ただちに学務課(電話番号０７７

６－２９－７８６７)に連絡し､行政の指示を遵守してください｡ 

また､治癒後に大学への登校を再開する前にも､学務課に連絡してください｡ 

 

７．他県との往来について 

(１) 他県との往来の際は､訪問する都道府県の感染状況を十分に把握し､慎重に判断してください｡

やむを得ず訪問する場合は､訪問先を最小限に限定し､多人数(５人以上)の会食は控え､全国

的にクラスターが発生している施設(カラオケ等)の利用は控えてください。 

(２) 接触確認アプリＣＯＣＯＡを利用してください。 

(３) 発熱や風邪の症状がある場合は､他県との往来を控えてください。 

(４) 帰福後５日間は､体調管理や感染防止対策に注意してください。 

 

８．海外渡航について 

原則禁止とします｡ 

 

９．海外から日本へ入国した場合について 

過去１４日以内に、外務省海外安全情報（感染症危険情報）における「レベル２」の国・地域に

滞在歴がある者（経由地を含む）は、発熱、咳等の症状の有無にかかわらず、日本入国の翌日から

起算して１４日間は大学への登校を原則禁止（大学行事などへの参加を含む）とし、自宅などで健

康観察を行うこととします｡なお、自宅などへの移動は、公共交通機関を使用しないでください。 
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１０．クラブ活動について 

 クラブ活動については､クラブ活動支援センターから出される指針を遵守の上､活動してください。 

 

１１．今後の対応について 

 新型コロナウイルス感染症を取り巻く状況は日々変化します。厚生労働省や関係自治体等の信頼

性の高いＷｅｂサイトなどから最新情報を正確に入手してください。渡航歴や出身、住地域に偏見

を持ったり､流言飛語に惑わされたりすることなく､適切な対応を行うことで感染予防に努めてくだ

さい｡状況は日々変化していますので、本学の対応も状況に応じて変化します。本学ホームページや

ポータルメールなどをこまめにチェックし、最新情報の情報を収集するよう努めてください｡ 

 

１２．連絡先､相談窓口について 

本学では相談窓口を開設しています｡新型コロナウイルス感染症における事項は以下の連絡先ま

でご相談ください。 

○新型コロナウイルスに感染した場合､濃厚接触者に特定された場合､濃厚接触の疑いがある場合等

の連絡窓口について 

福井工業大学 学務課 

電話：０７７６-２９-７８６７    E-MAIL：gakusei-u@fukui-ut.ac.jp 

○体調不良に関する相談窓口について 

福井工業大学 医務室 

 電話：０７７６-２９-２６２９    E-MAIL：imushitsu@fukui-ut.ac.jp 

※体調不良の際は、感染予防の観点から､直接､医務室への訪問は控えてください｡ 

○新型コロナウイルス感染症を受けて家計が急変した場合等の相談窓口について 

福井工業大学 学務課 

電話：０７７６-２９-７８６７    E-MAIL：gakusei-u@fukui-ut.ac.jp 

○その他学生生活に関する相談窓口について 

福井工業大学 学務課 

 電話：０７７６-２９-７８６７    E-MAIL：gakusei-u@fukui-ut.ac.jp 

 

１３． 参考 

・厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策の基本方針 

  https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000599698.pdf 

・厚生労働省電話相談窓口（コールセンター） 

  電話番号 ０１２０-５６５６５３ 受付時間 ９時００分から２１時００分 

・福井県 新型コロナウイルス感染症について 

  https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kansensyo-yobousessyu/corona.html  

・福井県 受診･相談センター 

  電話番号０７７６－２０－０７９５ 

以上 

https://www.pref.fukui.lg.jp/doc/kenkou/kansensyo-yobousessyu/corona.html

